
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 障害者雇用状況の集計結果 

‐民間企業は雇用障害者数、実雇用率とも過去最高を更新‐ 

 

 

広島労働局（局長：釜石 英雄）では、このほど、広島県内に本社のある民

間企業 2,430 社及び地方公共団体等公的機関における、令和５年の「障害者

雇用状況」集計結果（令和５年６月１日現在）を取りまとめましたので、公表

します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法

定雇用率、民間企業の場合は 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けてい

ます。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的

障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主な

どに報告を求め、それを集計したものです。 

  

【集計結果の主なポイント】 

 
１ 民間企業（法定雇用率は、2.3％。） 
 
（１）雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 

・雇用障害者数は 13,082.0 人で対前年 4.0％（497.5 人）増加 
・実雇用率は 2.48％、対前年比 0.1 ポイント上昇 

（２）法定雇用率達成企業の割合は 52.1％（前年比 2.6 ポイント増加） 
 
２ 公的機関（法定雇用率は、2.6％。） 

（ただし、都道府県教育委員会及び一部の市町村教育委員会は 2.5％） 

 

・県の機関： 雇用障害者数 190.0 人（186.5 人）、実雇用率 2.63％（2.61％） 

・市町の機関：雇用障害者数 952.5 人（907.5 人）、実雇用率 2.76％（2.69％） 

・教育委員会：雇用障害者数 339.0 人（346.0 人）、実雇用率 2.68％（2.69％） 

 

３ 地方独立行政法人等（法定雇用率は、2.6％。） 

 

・雇用障害者数 83.5 人（91.5 人）、実雇用率 2.45％（2.73％） 

 
※（ ）内は前年の値 
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１ 

１ 民間企業における状況 

 

（１）雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

 ・ 民間企業（43.5 人以上規模の企業：法定雇用率 2.3％）に雇用されている障害者

の数は 13,082.0 人で、前年より 497.5 人増加（前年比 4.0％増）した。 

 ・ 雇用障害者のうち、身体障害者は 6,559.0 人（対前年比 0.59％増）、知的障害者

は 3,713.0 人（同 2.4％増）、精神障害者は 2,810.0 人（同 15.3％増）と、いずれ

も前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。 

 ・ 実雇用率は 2.48％（前年は 2.38％）、法定雇用率達成企業の割合は 52.1％（同

49.5％）であった。 

   なお、法定雇用率未達成企業 1,165 社のうち、障害者を 1 人も雇用していない企

業（０人雇用企業）は 684 社で、未達成企業全体の 58.7％を占めている。 

 

（２）企業規模別状況 

 ・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、43.5～100 人未満規模企業 

で 1,559.5 人、100～300 人未満で 2,642.5 人、300～500 人未満で 1,282.5 人、500 

～1,000 人未満で 1,841.5 人、1,000 人以上で 5,756.0 人となった。 

 ・ 実雇用率は、43.5～100 人未満規模企業で 1.91％、100～300 人未満で 2.07％、300

～500 人未満で 2.25％、500～1,000 人未満で 2.78％、1,000 人以上で 2.96％となっ

た。 

なお、民間企業全体の実雇用率 2.48％と比較すると、500～1,000 人未満（2.78％） 

及び 1,000 人以上（2.96％）で実雇用率以上となっている。 

 ・ 法定雇用率達成企業の割合は、43.5～100 人未満規模企業で 49.6％、100～300 人

未満で 55.2％、300～500 人未満で 46.3％、500～1,000 人未満で 53.4％、1,000 人

以上で 75.9％となった。 

 

（３）産業別状況 

 ・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「学術研究、専門技術サービス

業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「その他」以外の業種で前年よりも増加した。 

 ・ 実雇用率は、製造業（2.53％）、情報通信業（2.45％）、運輸業・郵便業（2.41％）、

卸売業・小売業（2.47％）、学術研究，専門・技術サービス業（2.31％）、生活関

連サービス業、娯楽業（3.06％）、医療、福祉（2.85％）、複合サービス業（2.39％）、

サービス業（2.31％）、その他（2.51％）では法定雇用率を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

２ 公的機関における状況 

 

（１）県の機関（法定雇用率2.6％）  

県の機関に在職している障害者の数は190.0人で、前年より1.9％（3.5人）増加してお 

り、実雇用率は2.63％と、前年に比べ0.02ポイント増加した(前年は2.61％）。 

県の機関は２機関中２機関で達成。 

 

（２）市町の機関（法定雇用率2.6％） 

市町の機関に在職している障害者の数は952.5人で、前年より5.0％（45.0人）増加して 

おり、実雇用率は2.76％と、前年に比べ0.07ポイント増加した(前年は2.69％）。 

市町の機関は33機関中31機関で達成。 

 

（３）教育委員会（法定雇用率2.5％） 

教育委員会に在職している障害者の数は339.0人で、前年より2.0％（7.0人）減少してお 

り、実雇用率は2.68％と、前年に比べ0.01ポイント減少した(前年は2.69％）。 

法定雇用率が2.5％となる教育委員会は県教育委員会１機関のみであり達成。 

 

 

 

 

 

 

３ 独立行政法人等における状況 

 

地方独立行政法人等（法定雇用率2.6％）に雇用されている障害者の数は85.5人で、実雇

用率は2.45％と、前年に比べ0.28ポイント減少した（前年は2.73％）。 

  地方独立行政法人等は７法人中６法人で達成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１）

厚生労働省広島労働局職業安定部

（令和５年６月１日現在）

１　民間企業における障害者の雇用状況
雇      用      状      況

障    害    者 　の　 数 雇用率達 雇用率達成

算定基礎 A      重 度 Ｂ   A及びＣ Ｃ　重度以外 Ｄ  合    計 実雇用率 成企業数  企業割合

労働者数 障 害 者 数 以外の障害 の短時間の A×2＋B

者数 障害者数 +Ｃ×0.5

社 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

2,430 527,423.5 2,219 8,068 1,152 13,082.0 2.48 1,265 52.1
(2,474) (527,753.0) (2,188) (7,451) (1,515) (12,584.5) (2.38) (1,225) (49.5)
1,279 81,780.0 222 1,028 175 1,559.5 1.91 634 49.6

(1,323) (84,301.5) (230) (919) (248) (1,503.0) (1.78) (620) (46.9)
826 127,710.0 439 1,644 241 2,642.5 2.07 456 55.2

(821) (127,181.5) (431) (1,504) (319) (2,525.5) (1.99) (442) (53.8)
164 56,986.0 198 835 103 1,282.5 2.25 76 46.3

(176) (61,942.5) (218) (805) (160) (1,321.0) (2.13) (70) (39.8)
103 66,181.0 310 1,177 89 1,841.5 2.78 55 53.4
(98) (64,426.5) (305) (1,098) (140) (1,778.0) (2.76) (51) (52.0)
58 194,766.5 1,050 3,384 544 5,756.0 2.96 44 75.9

(56) (189,901.0) (1,004) (3,125) (648) (5,457.0) (2.87) (42) (75.0)
建設業 97 14,285.5 61 163 4 287.0 2.01 51 52.6

(102) (14,292.5) (57) (151) (4) (267.0) (1.87) (49) (48.0)
製造業 614 142,448.5 852 1,862 72 3,602.0 2.53 342 55.7

(627) (142,297.5) (836) (1,784) (88) (3,500.0) (2.46) (330) (52.6)
情報通信業 51 9,724.0 71 96 1 238.5 2.45 24 47.1

(48) (9,802.0) (71) (88) (1) (230.5) (2.35) (20) (41.7)
運輸業、郵便業 183 42,327.0 148 704 42 1,021.0 2.41 105 57.4

(183) (41,902.0) (139) (654) (79) (971.5) (2.32) (106) (57.9)
卸売業・小売業 368 123,945.5 325 2,151 523 3,062.5 2.47 161 43.8

(379) (125,853.5) (322) (2,007) (617) (2,959.5) (2.35) (152) (40.1)
60 16,699.5 56 201 9 317.5 1.90 20 33.3

(68) (16,836.5) (57) (188) (7) (305.5) (1.81) (21) (30.9)
学術研究、専門 89 23,703.0 113 307 30 548.0 2.31 38 42.7
技術サービス業 (89) (23,379.0) (118) (305) (43) (562.5) (2.41) (40) (44.9)

61 7,521.5 11 94 42 137.0 1.82 26 42.6
(68) (7,814.5) (15) (84) (53) (140.5) (1.80) (25) (36.8)

生活関連サービス業 67 7,928.0 39 154 21 242.5 3.06 32 47.8
、娯楽業 (64) (7,632.5) (36) (141) (27) (226.5) (2.97) (32) (50.0)

教育、学習支援業 56 7,172.0 23 92 28 152.0 2.12 14 25.0
(56) (7,250.5) (21) (74) (46) (139.0) (1.92) (15) (26.8)

医療、福祉 500 74,494.0 274 1,441 274 2,126.0 2.85 296 59.2
(500) (74,464.0) (285) (1,217) (407) (1,990.5) (2.67) (282) (56.4)

複合サービス事業 12 6,350.5 34 80 8 152.0 2.39 6 50.0
(18) (6,289.5) (27) (80) (9) (138.5) (2.20) (7) (38.9)

サービス業 252 38,758.0 139 567 97 893.5 2.31 138 54.8
(254) (37,783.5) (131) (523) (131) (850.5) (2.25) (137) (53.9)

その他 20 12,066.5 73 156 1 302.5 2.51 12 60.0
(18) (12,155.5) (73) (155) (3) (302.5) (2.49) (9) (50.0)

２  公的機関における障害者の雇用状況
障  害  者  の  数

機関数 職員数 A      重 度 Ｂ   A及びＣ Ｃ　重度以外 Ｄ  合    計 実雇用率 雇用率達 雇用率達成
（除外職員等を除く） 障 害 者 数 以外の障害 の短時間の A×2＋B 成機関数  機関割合

者数 障害者数 +Ｃ×0.5

機関 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

35 41,714.5 268 567 79 1,142.5 2.74 33 94.3
(35) (40,883.0) (251) (544) (96) (1,094.0) (2.68) (29) (82.9)

1 12,638.5 70 196 6 339.0 2.68 1 100.0
(1) (12,842.0) (72) (199) (6) (346.0) (2.69) (1) (100.0)

３

区　　分

 ２．６％が適用される機関

 ２．５％が適用される機関

産
　
業
　
別

金融･保険業、不動
産・物品賃貸業

宿泊業、飲食
サービス業

障 害 者 の 雇 用 状 況

区　　分
企業数

企 業 計

規
　
模
　
別

43.5～
100人未満

100～
300人未満

300～
500人未満

500～
1,000人未満

1,000人以上

(注)

１ 算定基礎労働者数とは、常用労働者総数から除外率相当数を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数である。

２ 障害者の数のＡ欄「重度障害者数」には、精神障害者の数及び短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)である重度障害者の数は含

まれていない。精神障害者の数及び短時間労働者である重度障害者の数はＢ欄に含まれている。

３ 障害者の数は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、Ａ欄の重度障害者数（重度身体障害者及び重度知的障害者）は、法律上1人を2人に

相当するものとして、Ｃ欄の重度以外の短時間の障害者数は、法律上１人を0.5人に相当するものとして、合計においてカウントを行っている。ただし、精神障害

者である短時間労働者については、1人を１カウントしているが、令和４年においては、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者に

ついてのみ、１人を１カウントとしていた。

（①令和元年6月2日以降に採用された者であること、②令和年6月2日より前に採用された者で同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。）

４ （ ）内は前年の数値である。

(注)

１ 法定雇用率２．５％が適用される機関は、県の教育委員会及び一定の市町の教育委員会である。 それ以外の機関は、法定雇用率２．６％が適用される。

２ （ ）内は前年の数値である。



（別紙２）

厚生労働省広島労働局職業安定部

（令和５年６月１日現在）

民間企業における障害種別雇用状況
身体障害者の数 知的障害者の数

　障害者 A     重 度 Ｂ   A以外 Ｃ   重度以外 Ｅ   合    計 A      重 度 Ｂ   A以外 Ｃ   重度以外 Ｅ   合    計 Ｂ   常用の Ｃ   短時間 Ｅ   合    計

　の数 障 害 者 数 の障害者数 の短時間の A×2＋B 障 害 者 数 の障害者数 の短時間の A×2＋B 精神障害者 の精神障害 Ｄ　Ｃのうち B＋Ｄ＋

障害者数  ＋Ｃ×0.5 障害者数  ＋Ｃ×0.5 数 者数 注２のただ （Ｃ－Ｄ）

し書に該当 ×0.5

する者の数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

13,082.0 1,780 2,776 446 6,559.0 439 2,482 706 3,713.0 2,059 751 751 2,810.0

(12,584.5) (1,736) (2,825) (447) (6,520.5) (452) (2,364) (719) (3,627.5) (1,891) (720) (371) (2,436.5)

1,559.5 194 422 66 843.0 28 232 109 342.5 219 155 155 374.0

(1,503.0) (184) (450) (63) (849.5) (46) (204) (104) (348.0) (199) (147) (66) (305.5)

2,642.5 405 698 119 1,567.5 34 379 122 508.0 433 134 134 567.0

(2,525.5) (397) (696) (128) (1,554.0) (34) (360) (117) (486.5) (391) (131) (57) (485.0)

1,282.5 176 308 41 680.5 22 180 62 255.0 259 88 88 347.0

(1,321.0) (194) (341) (47) (752.5) (24) (178) (73) (262.5) (242) (84) (44) (306.0)

1,841.5 284 401 43 990.5 26 341 46 416.0 356 79 79 435.0

(1,778.0) (275) (388) (42) (959.0) (30) (348) (52) (434.0) (330) (78) (32) (385.0)

5,756.0 721 947 177 2,477.5 329 1,350 367 2,191.5 792 295 295 1,087.0

(5,457.0) (686) (950) (167) (2,405.5) (318) (1,274) (373) (2,096.5) (729) (280) (172) (955.0)

建設業 287.0 60 99 3 220.5 1 13 1 15.5 46 5 5 51.0

(267.0) (56) (98) (3) (211.5) (1) (12) (1) (14.5) (37) (4) (4) (41.0)

製造業 3,602.0 566 702 42 1,855.0 286 627 30 1,214.0 483 50 50 533.0

(3,500.0) (563) (707) (41) (1,853.5) (273) (607) (30) (1,168.0) (446) (41) (24) (478.5)

情報通信業 238.5 71 51 1 193.5 0 1 0 1.0 43 1 1 44.0

(230.5) (71) (46) (1) (188.5) (0) (1) (0) (1.0) (41) (0) (0) (41.0)

運輸業、郵便業 1,021.0 141 277 21 569.5 7 237 21 261.5 155 35 35 190.0

(971.5) (132) (291) (28) (569.0) (7) (218) (32) (248.0) (129) (35) (16) (154.5)

卸売業、小売業 3,062.5 275 503 181 1,143.5 50 874 342 1,145.0 502 272 272 774.0

(2,959.5) (273) (517) (161) (1,143.5) (49) (849) (350) (1,122.0) (495) (252) (146) (694.0)

317.5 56 80 9 196.5 0 25 0 25.0 85 11 11 96.0

(305.5) (57) (88) (5) (204.5) (0) (23) (1) (23.5) (66) (12) (11) (77.5)

学術研究、専門 548.0 81 117 16 287.0 32 41 14 112.0 131 18 18 149.0

技術サービス業 (562.5) (85) (129) (17) (307.5) (33) (35) (16) (109.0) (128) (23) (13) (146.0)

137.0 11 25 11 52.5 0 31 31 46.5 22 16 16 38.0

(140.5) (14) (27) (12) (61.0) (1) (26) (28) (42.0) (21) (23) (10) (37.5)

生活関連サービス業 242.5 22 36 12 86.0 17 84 9 122.5 26 8 8 34.0

、娯楽業 (226.5) (19) (42) (12) (86.0) (17) (77) (12) (117.0) (18) (7) (4) (23.5)

教育、学習支援業 152.0 23 28 6 77.0 0 5 22 16.0 31 28 28 59.0

(139.0) (21) (27) (6) (72.0) (0) (4) (26) (17.0) (24) (33) (19) (50.0)

医療、福祉 2,126.0 245 431 84 963.0 29 394 190 547.0 370 246 246 616.0

(1,990.5) (231) (428) (90) (935.0) (54) (368) (181) (566.5) (340) (217) (81) (489.0)

複合サービス事業 152.0 31 40 3 103.5 3 17 5 25.5 18 5 5 23.0

(138.5) (24) (40) (3) (89.5) (3) (17) (4) (25.0) (19) (6) (4) (24.0)

サービス業 893.5 131 281 56 571.0 8 110 41 146.5 120 56 56 176.0

(850.5) (124) (275) (66) (556.0) (7) (106) (38) (139.0) (103) (66) (39) (155.5)

その他 302.5 67 106 1 240.5 6 23 0 35.0 27 0 0 27.0

(302.5) (66) (110) (2) (243.0) (7) (21) (0) (35.0) (24) (1) (0) (24.5)

障 害 種 別 の 雇 用 状 況

精神障害者の数

区　　分

企 業 計

規
　
模
　
別

43.5～
100人未満

100～
300人未満

300～
500人未満

500～
1,000人未満

1,000人以上

産
　
業
　
別

金融･保険業、不動
産・物品賃貸業

宿泊業、飲食
サービス業

４

(注)

１ 身体障害者の数及び知的障害者の数のＡ欄の重度障害者数には、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)である重度障害者の数は含まれていない。

短時間労働者である重度障害者の数はＢ欄に含まれている。

２ 障害者の数は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、Ａ欄の重度障害者数（重度身体障害者及び重度知的障害者）は、法律上1人を2人に相当するものとし

て、

Ｃ欄の重度以外の短時間の障害者数は、法律上１人を0.5人に相当するものとして、合計においてカウントを行っている。ただし、精神障害者である短時間労働者については、1人

を１カウントしているが、令和４年においては、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人を１カウントとしていた。（①令和元年6月2

日以降に採用された者であること、②令和元年6月2日より前に採用された者で同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。）



（別紙３）

0.5人又は1人 1.5人又は2人 2.5人又は3人 3.5人又は4人
4.5人以上
  7人以下

7.5人以上

1,165 797 229 76 42 20 1 684

(100.0) (68.4) (19.7) (6.5) (3.6) (1.7) (0.1) (58.7)

645 596 49 0 0 0 0 603

(100.0) (92.4) (7.6) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (93.5)

規 370 159 154 44 10 3 0 81

(100.0) (43.0) (41.6) (11.9) (2.7) (0.8) (0.0) (21.9)

88 23 11 24 23 7 0 0

(100.0) (26.1) (12.5) (27.3) (26.1) (8.0) (0.0) (0.0)

48 15 13 5 8 7 0 0

別 (100.0) (31.3) (27.1) (10.4) (16.7) (14.6) (0.0) (0.0)

14 4 2 3 1 3 1 0

(100.0) (28.6) (14.3) (21.4) (7.1) (21.4) (7.1) (0.0)

建設業 46 35 11 0 0 0 0 36

(100.0) (76.1) (23.9) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (78.3)
製造業 272 175 54 21 16 6 0 151

(100.0) (64.3) (19.9) (7.7) (5.9) (2.2) (0.0) (55.5)
情報通信業 27 21 2 3 1 0 0 15

(100.0) (77.8) (7.4) (11.1) (3.7) (0.0) (0.0) (55.6)
運輸業、郵便業 78 56 16 4 2 0 0 48

(100.0) (71.8) (20.5) (5.1) (2.6) (0.0) (0.0) (61.5)
卸売業・小売業 207 142 45 13 6 1 0 130

産 (100.0) (68.6) (21.7) (6.3) (2.9) (0.5) (0.0) (62.8)
40 19 14 4 2 1 0 19

(100.0) (47.5) (35.0) (10.0) (5.0) (2.5) (0.0) (47.5)
学術研究、専門 51 34 6 4 2 4 1 28

業 技術サービス業 (100.0) (66.7) (11.8) (7.8) (3.9) (7.8) (2.0) (54.9)
35 29 2 0 2 2 0 24

(100.0) (82.9) (5.7) (0.0) (5.7) (5.7) (0.0) (68.6)
生活関連サービ 35 29 4 2 0 0 0 28

別 ス業、娯楽業 (100.0) (82.9) (11.4) (5.7) (0.0) (0.0) (0.0) (80.0)
42 25 12 4 0 1 0 26

(100.0) (59.5) (28.6) (9.5) (0.0) (2.4) (0.0) (61.9)
医療、福祉 204 139 40 15 6 4 0 105

(100.0) (68.1) (19.6) (7.4) (2.9) (2.0) (0.0) (51.5)
6 3 2 0 0 1 0 3

(100.0) (50.0) (33.3) (0.0) (0.0) (16.7) (0.0) (50.0)
サービス業 114 84 20 5 5 0 0 65

(100.0) (73.7) (17.5) (4.4) (4.4) (0.0) (0.0) (57.0)
その他 8 6 1 1 0 0 0 6

(100.0) (75.0) (12.5) (12.5) (0.0) (0.0) (0.0) (75.0)

（注）
　　　１　上段は企業数、下段は当該企業規模、産業別階級内における構成比。
　　　２　不足数とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

５

金融・保険業、不動
産・物品賃貸業

宿泊業、飲食
サービス 業

教育、学習支援業

複合サービス事業

企　業　計

43.5～
100人未満

100～
300人未満

300～
500人未満

500～
1,000人未満

1,000人以上

模

障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数

厚生労働省広島労働局職業安定部

（令和５年６月１日現在）

区分
法定雇用率
未達成企業
の数

不　足　数 障害者の数
が０人である
企業数



（別紙４）

厚生労働省広島労働局職業安定部
（令和５年６月１日現在）

１　民間企業における雇用状況
実雇用率（％） 達成企業の割合（％）

広 島 県 全    国 広 島 県 全    国

2.48 2.33 52.1 50.1
(2.38) (2.25) (49.5) (48.3)
1.91 1.95 49.6 47.2
(1.78) (1.84) (46.9) (45.8)

規 2.07 2.15 55.2 53.3
(1.99) (2.08) (53.8) (51.7)
2.25 2.18 46.3 46.9
(2.13) (2.11) (39.8) (43.9)
2.78 2.36 53.4 52.4

別 (2.76) (2.26) (52.0) (47.2)
2.96 2.55 75.9 67.5
(2.87) (2.48) (75.0) (62.1)
2.01 2.09 52.6 51.1
(1.87) (2.03) (48.0) (48.6)
2.53 2.32 55.7 57.0
(2.46) (2.26) (52.6) (55.3)
2.45 1.91 47.1 29.9
(2.35) (1.64) (41.7) (27.2)
2.41 2.39 57.4 56.4
(2.32) (2.32) (57.9) (54.8)
2.47 2.21 43.8 40.5

産 (2.35) (2.10) (40.4) (38.5)
1.90 2.19 33.3 38.7
(1.81) (2.14) (30.9) (37.5)
2.31 2.20 42.7 35.2

業 (2.41) (2.15) (44.9) (34.9)
1.82 2.23 42.6 48.8
(1.80) (2.14) (36.8) (45.9)
3.06 2.46 47.8 45.7

別 (2.97) (2.38) (50.0) (43.4)
2.12 1.81 25.0 36.7
(1.92) (1.78) (26.8) (36.3)
2.85 3.09 59.2 62.1
(2.67) (2.89) (56.4) (60.1)
2.39 2.23 50.0 46.8
(2.20) (2.13) (38.9) (42.0)
2.31 2.30 54.8 48.6
(2.25) (2.23) (53.9) (46.8)
2.51 2.39 60.0 55.4
(2.49) (2.37) (50.0) (52.2)

（注）  
 　　（　）内は前年の数値である。

　　※雇用義務のある企業は、令和３年からは43.5人以上規模の企業である。

２ 公的機関における雇用状況
実雇用率（％）

広 島 県 全    国

2.74 2.74

(2.68) (2.67)

2.68 2.34

(2.69) (2.27)

（注）  
　　（　）内は前年の数値である。
　　※法定雇用率2.５％が適用される機関は、都道府県教育委員会及び一部の市町村教育委員会である。

　　※それ以外の機関は、法定雇用率2.６％が適用される。

６

雇用率２．５％が適用される機関

区　　分

雇用率２．６％が適用される機関

建設業

製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融・保険業、
不動産・物品賃貸業

学術研究、専門・
技術サービス業

宿泊業、
飲食サービス業

生活関連サービス業、
娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

サービス業

その他

障害者の雇用状況（全国平均との比較）

区　　分

企 業 計

43.5～100人未満

100～300人未満

300～500人未満

500～1,000人未満

1,000人以上

模



◎　障害者雇用状況の推移等 （別紙５）

（注）

・　雇用義務のある企業（令和３年からは43.5人以上規模の企業）についての集計である。

・　法定雇用率の推移 （～H10）  1.6％　　　（H11～H24）1.8％　　　（H25～H29）2.0％  　　（H30～）2.2％　　（Ｒ３～）2.3％

・　障害者数とは次に掲げる者の合計数である。

平成４年まで 　　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 平成23年以降 　　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

　　　知的障害者 　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

平成５年以降 　　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 　　　重度身体障害者である短時間労働者

平成17年まで 　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 　　　重度知的障害者である短時間労働者 

　　　重度身体障害者である短時間労働者 　　　精神障害者

　　　重度知的障害者である短時間労働者 　　　身体障害者である短時間労働者

平成18年以降 　　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 　　　(身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)

平成22年まで 　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 　　　知的障害者である短時間労働者 

　　　重度身体障害者である短時間労働者 　　　(知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 

　　　重度知的障害者である短時間労働者 　　　精神障害者である短時間労働者（※）

　　　精神障害者 　　　(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 

　　　精神障害者である短時間労働者

　　　(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

※　平成30年以降は、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、１人分とカウントしていた。

①　通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

②　通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

令和５年以降は、精神障害である短時間労働者については、１人分とカウントしている。

７

5192

5143

5184

5404

5730.5

6065.5

6623.5

6830

6995.5

7550.5

7888

8232

8607.5

9073.5

9482.5

10024

10753.5

11118.5

11460.5

11962

12584.5

13082

1.63 1.61

1.5 1.52
1.55

1.6

1.7

1.77
1.83

1.77 1.78
1.84

1.9
1.95

1.99
2.05

2.16 2.18

2.25
2.3

2.38

2.48

1.47 1.48 1.46
1.49 1.52

1.55

1.59

1.63

1.68

1.65
1.69

1.76
1.82

1.88 1.93
1.97

2.05

2.11 2.15 2.18

2.25

2.33

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

平成

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元

2 3 4 5

実雇用率：全国

実雇用率：広島

（％） （人）障害者雇用状況の推移

雇 用 障 害 者 数

44.1 

44.3 
42.3 

42.0 

43.3 

45.2 

48.3 

49.1 

51.0 

49.1 

48.5 

44.2 

45.1 

47.3 
48.2 

50.2 

47.1 

48.1 
49.0 

48.0 

49.5 

52.1 

42.5 
42.5 

41.7 

42.1 

43.4 

43.8 

44.9 
45.5 

47.0 

45.3 

46.8 

42.7 

44.7 

47.2 

48.8 50.0 

45.9 

48.0 
48.6 

47.0 

48.3 

50.1 

40.0

45.0

50.0

55.0

平成

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元

2 3 4 5

障害者雇用率達成企業割合の推移
（％）

雇用率達成企業割合：全国

雇用率達成企業割合：広島



（別紙６）

厚生労働省広島労働局職業安定部

（令和５年６月１日現在）

１ 県の機関の状況（法定雇用率２．６％）

区　　　分
①　法定雇用障害者数の
　算定の基礎となる職員数

  ②
　障害者の数

  ③
  実雇用率

   ④
   不足数

備　考

合　　計 7,217.0 190.0 2.63 0.0
広島県（知事部局･議会事務局） 6,593.0 173.5 2.63 0.0 特例認定あり（注４）

広島県警察本部 624.0 16.5 2.64 0.0

２ 市町等の機関の状況（法定雇用率２．６％）

区　　　分
①　法定雇用障害者数の
　算定の基礎となる職員数

  ②
　障害者の数

  ③
  実雇用率

   ④
   不足数

備　考

合　　計 34,497.5 952.5 2.76 1.5

広島市 14,353.5 396.0 2.76 0 特例認定あり（注４）

東広島市 1,594.5 46.5 2.92 0 特例認定あり（注４）

竹原市 330.0 9.5 2.88 0
呉市 1,841.0 50.5 2.74 0 特例認定あり（注４）

江田島市 373.5 12.0 3.21 0
尾道市 1,292.0 35.0 2.71 0 特例認定あり（注４）

福山市 6,385.0 168.0 2.63 0 特例認定あり（注４）

三原市 1,075.0 33.0 3.07 0 特例認定あり（注４）

三次市 979.0 30.0 3.06 0 特例認定あり（注４）

安芸高田市 369.5 11.0 2.98 0 特例認定あり（注４）

庄原市 595.5 18.0 3.02 0 特例認定あり（注４）

府中市 438.5 11.0 2.51 0 特例認定あり（注４）  

廿日市市 1,231.0 32.0 2.60 0 特例認定あり（注４）

大竹市 366.5 11.0 3.00 0 特例認定あり（注４）

大崎上島町 113.0 3.0 2.65 0
世羅町 190.5 5.0 2.62 0 特例認定あり（注４）

安芸太田町 100.0 2.0 2.00 0
北広島町 198.0 7.0 3.54 0

神石高原町 198.0 5.0 2.53 0
府中町 414.0 10.0 2.42 0 特例認定あり（注４）

海田町 233.0 5.5 2.36 0.5
熊野町 233.0 7.0 3.00 0
坂町 109.0 1.0 0.92 1

竹原市教育委員会 56.0 1.5 2.68 0
江田島市教育委員会 72.0 3.0 4.17 0
海田町教育委員会 55.5 1.0 1.80 0
坂町教育委員会 55.0 1.0 1.82 0

尾道市病院事業局 738.0 19.0 2.57 0
府中市立湯が丘病院 68.0 1.0 1.47 0

庄原市立西城市民病院 107.5 2.0 1.86 0
安芸太田町病院事業 99.5 5.0 5.03 0
世羅中央病院企業団 185.0 8.0 4.32 0

宮島ボートレース企業団 48.0 2.0 4.17 0

公的機関の雇用状況

８

注 １ ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に

占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２ ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害

者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者であ

る短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

ただし、精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。また、令和４年においては、精神障害者である短時間労働者

であって、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人を１カウントとしていた。

① 令和元年６月２日以降に採用された者であること

② 令和元年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

３ ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ

れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場

合、法定雇用率達成となる。

４ 注４の機関は、特例認定を受けている。特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申

請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。



３ 県の機関の状況（法定雇用率２．５％）

区　　　分
①　法定雇用障害者数の
　算定の基礎となる職員数

  ②
　障害者の数

  ③
  実雇用率

   ④
   不足数

備　考

12,638.5 339.0 2.68 0.0
(12,842.0) (346.0) (2.69) (0.0)

厚生労働省広島労働局職業安定部

（令和５年６月１日現在）

地方独立行政法人等の状況（法定雇用率２．６％）

区　　　分
①　法定雇用障害者数の
　算定の基礎となる職員数

  ②
　障害者の数

  ③
  実雇用率

   ④
   不足数

備　考

3,488.5 85.5 2.45 5.5
(3,426.5) (91.5) 2.67 (2.0)

292.5 8.0 2.74 0.0
(298.5) (8.0) (2.68) (0.0)
221.5 6.0 2.71 0.0

(213.5) (6.0) (2.81) (0.0)
69.5 2.0 2.88 0.0

(66.0) (2.0) (3.03) (0.0)
75.0 2.0 2.67 0.0

(75.0) (1.0) (1.33) (0.0)
2,510.0 59.5 2.37 5.5

(2,462.0) (65.5) (2.66) (0.0)
236.5 6.0 2.54 0.0

(232.5) (9.0) (3.87) (0.0)
83.5 2.0 2.40 0.0

(79.0) (0.0) (0.00) (2.0)

９

地方独立行政法人の雇用状況

広島県教育委員会

府中市病院機構

合　　計

県立広島大学

広島市立大学

尾道市立大学

広島市立病院機構

福山市立大学

広島高速道路公社

注

１ ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に

占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２ ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害

者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者であ

る短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

ただし、精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。また、令和４年においては、精神障害者である短時間労働者

であって、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人を１カウントとしていた。

① 令和元年６月２日以降に採用された者であること

② 令和元年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

３ ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ

れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場

合、法定雇用率達成となる。

４ （）内は前年の数値である。
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１ ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に

占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２ ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害

者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者であ

る短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

ただし、精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。また、令和４年においては、精神障害者である短時間労働者

であって、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人を１カウントとしていた。

① 令和元年６月２日以降に採用された者であること

② 令和元年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

３ ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ

れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場

合、法定雇用率達成となる。

４ （）内は前年の数値である。



◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．３％ 

  ○ 民間企業 ……    （43.5人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．６％ 

                   労働者数38.5人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．６％ 

       （38.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．５％ 

       （40.0人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 

１０ 


